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裁判員制度裁判員制度
施　　　　行施　　　　行

裁判員法関連規則

 
制定（選任手続等）

裁判員法裁判員法
施行政令施行政令
制　　　定制　　　定
（時期未定）（時期未定）

辞退事由
に関する
政令制定
（時期未定）

啓発，環境整

 
備の状況・見

 
通しの検証

裁判員候補
者の員数の
割当(9/1)

裁判員候補者
予定者名簿の
送付(10/15)

裁判員候補
者名簿への
登載通知

勤労者の参加しやすい環境整備のための経営者団体，企業等への働きかけ

育児，介護等を担う国民が参加するための支援サービスに関する情報収集等

支援サービスの拡大等の検討

参加の意義，選任手続，裁判員の職務内容等に関する広報啓発活動

裁判員法附則３条
国は，裁判員の参加する

 

刑事裁判の制度を円滑に

 

運用するためには，国民

 

がより容易に裁判員とし

 

て参加することができる

 

ようにすることが不可欠

 

であることにかんがみ，

 

そのために必要な環境の

 

整備に努めなければなら

 

ない。

裁判員法附則２条２項
前条の政令（注・施行政令）を定めるに当たっては，前項の

 

規定による措置（注・制度についての国民の理解と関心を深

 

めるとともに，国民の自覚に基づく主体的な刑事裁判への参

 

加が行われるようにするための措置）の成果を踏まえ，裁判

 

員の参加する刑事裁判が円滑かつ適正に実施できるかどうか

 

についての状況に配慮しなければならない。

裁判員制度実施までの工程表
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